
西伊豆町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例第19条による公

表について 

 

 西伊豆町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例第19条第１項

の規定により、勧告に従わない事業者を次のとおり公表します。 

 

事 業 者 名 株式会社 Ｐｏｎｏ 

事 業 者 住 所 愛知県名古屋市名東区梅森坂1-956-1 

勧 告 の 内 容 

＜令和４年８月25日付け西まち企第125号＞ 

事業完了予定日を過ぎても完了の届出がなく、完了の届出がないまま

売電をしているため、顛末書を提出し、今後の対応について町と協議す

ること。 

＜令和４年12月１日付け西まち企第186号＞ 

顛末書の提出はあったが、令和４年９月29日に開催した西伊豆町土地

利用対策委員会において、後日回答するとしていた事項につき回答がな

いため、条件措置表を作成し関係書類を添付のうえ、提出すること。 

現 在 の 状 況 

条件措置表の提出はあったが、令和５年３月末までに完了する見込み

としていたパネル再設置等について、着手もされておらず、工事計画も

提出されていない。 

※令和５年５月31日までに工事計画を提出するとの報告あり。 

 

令和５年５月 19 日   

西伊豆町まちづくり課 


